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デジタルアーカイブの公開と
権利の状況

• デジタルアーカイブのコンテンツの権利は多様

– 著作権

– 所有権

– 肖像権・プライバシー・パブリシティ権

• コンテンツ公開サイトの現状

– 表示なし

– ウェブページの著作権表示のみ

– 著作権の明示的表示

– 利用条件表示
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Creative Commons
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CC0
• パブリックドメインで提供し、著作権法上の制
約などを一切課さない

• Creative Commons でライセンス提供

– https://creativecommons.jp/tag/cc0/
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日本のデジタルアーカイブの実例

• 独立行政法人 国立美術館

– 年間 600万円の貸し出し収入

– そのためのコストは??
• 作品のイメージも管理したい
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Metropolitan Museum
• 375,000 点の画像を CC0 (パブリック・ドメイン) 
で公開 (2017/2/7)
– Creative Commons, Wikimedia, Artstor, Digital Public Library of 

America (DPLA), Art Resource, Pinterest と協力

• 公開できないもの

– 著作権あり

– 著作権不明

– プライバシー、パブリシティ

– 他者が所蔵するもの

– 製作者、寄付者、所有者が制限するもの

• これらは Art Resource からライセンス
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CCSearch
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Pinterest
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Artstor (IHAKA)
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オランダ国立美術館 Rijksmuseum
• 150,000 件の高解像度画像を公開

• ダウンロード、複製、レミックス、印刷、その
他自由に利用できる
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• Democratising the Rijksmuseum
– http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional

/Publications/Democratising%20the%20Rijksmuseum
.pdf

• 議論

– 所内では CC-BY にしてほしいとの意見

– Wikimedia 財団や Open Knowledge 財団が推進の意
見

– 最終的にパブリック・ドメイン (PD) とする結論

– 2011年末より公開
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• 当初のビジネスモデル

– 4500 x 4500 jpeg (2MB) 無料

– マスター・ファイル (.tiff, 200MB) €40

• しかし、この収入は経費に見合わない

– すべて無料とすることを決定 (2013/10)
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メタデータ CC0
• Europeana Data Use Guidelines

– メタデータは CC0 で提供すること

– http://pro.europeana.eu/page/creative-commons-
zero-public-domain-dedication

• DPLA
– メタデータは CC0 で提供すること

– https://dp.la/info/2013/12/04/cc0-by/
– データが下流にどんどん流通することを考えると、

BY は現実的でない
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「デジタルアーカイブの構築・共
有・活用ガイドライン」(2017/4)

• デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁
等連絡会、実務者協議会及びメタデータの
オープン化等検討ワーキンググループ

• (2) 二次利用条件の表示方法
– 著作権保護期間が満了しているコンテンツを撮影したもので、

かつ写真撮影者にも著作権が発生しない画像データや、創作
性のないメタデータなど、著作権法による保護対象とならな
いデータについては、原則として権利の問題は発生せず、営
利・非営利を問わず誰でも自由に利用可能とされている。た
だし、プライバシー権や著作者人格権15等の配慮が必要な場
合があることに留意しなければならない。
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• （利用条件の表示方法）

– (中略)
– クリエイティブ・コモンズ・ライセンスや CC0 を適

用する対象は、本来、著作権の保護対象であるため、
著作権保護期間が満了している所蔵作品のデジタル
化データにそれらを適用する場合は、その所蔵作品
の作者がアーカイブ機関自身であるなどの誤解を招
くことがないよう、アーカイブ機関自らがそのデー
タに関してどのような権利を保有しているか（例え
ば、創作性のある写真の撮影者としての著作権を有
する等）を明記することが望ましい。
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• （メタデータの望ましい利用条件）

– CC0 が望ましい

• （サムネイル/プレビューの望ましい利用条件）

– 保護期間満了のもののサムネイル PDM
– その他は CC0 または CC-BY の許諾を得ることが望
ましい

• （デジタルコンテンツの望ましい利用条件）

– 保護期間満了のもの PDM
– 公的機関が作製したもの CC0, CC-BY
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東寺百合文書
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Rights Statements
• コンテンツ公開の際の権利表明

• Europeana と DPLA で開発、Creative 
Commons も支援

• White Paper
– http://rightsstatements.org/files/151002recommendati

ons_for_standardized_international_rights_statement
s.pdf

19



• デジタルアーカイブ公開の際にコンテンツに表
示、機械可読

• Creative Commons と補完関係

• 国際的に広がりつつある

– Trove (オーストラリア)、インド国立デジタル図書館
が参加

– ブラジルとニュージーランドも参加の予定
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Rights Statement Working Group

Name Position Organisation
Emily Gore (Chair) Director of Content DPLA
Paul Keller (Chair) Copyright Advisor to Europeana Director of Kennisland

Greg Cram Associate Director of Copyright & 
Intellectual Property New York Public Library

Julia Fallon IPR and Policy Advisor Europeana
Lucie Guibault Institute for Information Law University of Amsterdam
Karen Estlund Head, Digital Scholarship University of Oregon

David Hansen Assistant Clinical Professor & Faculty 
Research Librarian UNC School of Law

Antoine Isaac Scientific Coordinator Europeana
Melissa Levine Lead Copyright Officer University of Michigan Library
Mark Matienzo Director of Technology DPLA

Patrick Peiffer DIgital Librarian Bibliotheque nationale de 
Luxembourg

Amy Rudersdorf Assistant Director of Content DPLA

Richard J. Urban Assistant Professor Florida State University College of 
Communication & Information

Maarten Zeinstra Technical Coordinator, Europeana 
Licensing Framework Kennisland

Matt Lee Technical Lead Creative Commons
Diane Peters General Counsel Creative Commons 21



Rights Statement
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Rights Statements の原則

• 単純 (simple) であること

– DPLA には 85,000 種の権利文があるが、これを 12 
に統一

• 柔軟 (flexible) であること

– すべてを統一するのでなく、複雑な権利については
利用を容易にするツールを用意

• 説明的 (descriptive) であること

– たとえば「フェア・ユース」は権利の明快な説明で
ないので採用しない

• 正確 (accurate) であること

– 各コンテンツ提供者が自分で判断が可能
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• 透明 (transparent) であること
– スキャンが新しい著作権を生むかということについ
ては明確に述べていない

– しかし、デジタル化対象の著作物がパブリック・ド
メインであれば、スキャンしたコンテンツもパブ
リック・ドメインである

• Creative Commons との関係
– コンテンツ提供者が著作権を持っている場合は、CC 
の利用を推奨

– In copyright のコンテンツについては、CC も併用が
できる

– 権利を持っている機関は CC0 を使うこともできる
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• 注意点

– 国によって著作権法制度が異なる、できればコンテ
ンツ提供機関が適切な説明をおこなうことが望まし
い

– パブリシティー権やプライバシー権、その他個別の
契約が必要な場合については、コンテンツ提供機関
の適切な説明が必要である

– 「In copyright」のコンテンツでも、国によって適正
な利用が認められている場合がある
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Rights Statements
• 新しい権利を追加しないこと、「権利」は元の
素材にある権利を示すべきである。

• 文化資源保存機関の使命は所蔵するコレクショ
ンを広く共有することであり、コレクションの
「門番」であっては「世話役」でなくてはなら
ない。

• ガイドライン

– URIを付与

– データははっきり区別されたフィールドに

– ローカルな権利表現は Rights Statementsと矛盾しな
い
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Europeana
• コンテンツ数 4300万件

– 35% が再利用可能 (PD, CC)
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DPLA の実施状況

• Illinois Digital Heritage Hub
– 141 機関、242 コレクション、206,000 コンテンツ

– 現在の権利表記
• (a) 提供者 (33.1%)
• (b) 著作権 (34.1%)
• (c) 利用条件 (23%)
• (d) 助成 (6.1%)
• (e) 不適当な情報 (3.9%)
• (f) 氏名 (2%
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DPLA の実施状況

• University of Miami Libraries
– 120 コレクション、53,000 件
– 権利情報は 5,800 件のみ

– 著作権情報へのURLリンク (新・旧)、特定の個人の著
作権表示、マイアミ大学の著作権表示

– 現在 Rights Statement 付与中
• InCopyrightが50.45%
• InCopyright Rightsholder Unknownが18.52%
• NoCopyright in USが10.89%
• Unknownが20.09%
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DPLA の実施状況

• PA Digital
– 32 機関、186,843 件
– 権利情報の評価

• 文字列79.3%、URI 17.3%、混合2.8%
• In Copyrightが46.8%
• Unclearが38.7%
• Creative Commonsが1.3%
• 不明が13.2%
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おわりに

• デジタルアーカイブの利用を促進するには

– 使いやすい権利表示

– コンピュータが理解できる権利表示

– 無用な権利主張をおこなわない

– Creative Commons の正しい理解

• Rights Statements についての議論を早急に始め
る必要がある
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